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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　警備対象を監視する警備装置において、
　警備対象に設けられ、侵入者を検知する複数の侵入監視センサと、
　警備モードとして、警備対象が有人のときに利用者の操作により設定され、警備対象の
外周エリアに設けられた侵入監視センサを監視状態として外部からの侵入を監視する有人
警戒モードと、警備対象が有人であり且つ一部の利用者の入館が予定されるときに利用者
の操作により設定され、警備対象の外周エリアに設けられた侵入監視センサを監視状態と
して外部からの侵入を監視する待機モードと、を設定可能なモード設定部と、
　前記有人警戒モード及び待機モードにおいて前記外周エリアの侵入監視センサが検知し
たときに報知音を発する報知部と、
　前記報知部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、警備モードが前記待機モードに設定されている場合に前記外周エリアの
うちの警備対象の入館経路に位置する特定エリアの侵入監視センサが検知したときの報知
音を、前記待機モードに設定されている場合に前記特定エリア以外の前記外周エリアの侵
入監視センサが検知したときおよび前記有人警戒モードに設定されている場合に前記外周
エリアの侵入監視センサが検知したときの報知音と異ならせることを特徴とする警備装置
。
【請求項２】
　さらに、異常発生をキャンセルするキャンセル操作部を備え、
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　前記制御部は、前記有人警戒モード及び待機モードに設定されているときに前記外周エ
リアのセンサが検知すると前記報知部を制御するとともに所定時間を計時し、前記所定時
間が経過するまでに前記キャンセル操作部が操作されないと異常発生を確定させる、請求
項１に記載の警備装置。
【請求項３】
　前記所定時間は、前記待機モードに設定されている場合に前記特定エリアのセンサが検
知したときと、前記待機モードに設定されている場合に前記特定エリア以外の前記外周エ
リアのセンサが検知したとき及び前記有人警戒モードが設定されている場合に前記外周エ
リアのセンサが検知したときとで異なる時間とする、請求項２に記載の警備装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家屋、マンション、ビル等の警備対象における火災発生、侵入等を検出して
警備センタへ通報する警備装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　警備装置は、警備対象に設置された各種センサや操作器によって検出された異常に対し
、ブザー鳴動等により異常を報知するとともに、電話回線等を介して接続された警備セン
タへ通報を行う。従来、このような警備装置は、例えば、下記特許文献１に開示されるよ
うに、警戒解除モード、無人警戒モード、有人警戒モード等の複数の警備モードを備え、
警備対象の状況に応じて適宜に警備モードを切り替えることができるように構成されてい
る。
【０００３】
　ここで、警戒解除モードとは、警備対象が有人であり、火災発生や非常通報を検出した
場合には異常発生を報知するとともに警備センタへ通報するが、侵入監視センサが検知し
ても報知及び通報を行わない状態である。通常、この警戒解除モードは、警備対象にて利
用者が活動している日中に利用される。
【０００４】
　また、無人警戒モードとは、警備対象が無人であり、火災発生や非常通報の検出及び侵
入監視センサの検知に対して異常発生を報知するとともに警備センタへの通報を行う状態
である。この無人警戒モードでは、出入り口に設置された侵入監視センサによる検知につ
いては即時に異常発生の報知・通報を行わず、所定時間は入館ディレー音を鳴動させ、所
定時間経過するまでに警戒解除モードに移行されなかった場合に異常発生を報知・通報す
る。無人警戒モードは、利用者全員が警備対象から離れる場合に利用される。
【０００５】
　また、有人警戒モードとは、警備対象が有人であり、火災発生や非常通報の検出に対し
て異常発生の報知・通報を行うとともに、窓や扉などを介しての外部からの侵入を検出す
るために設置された特定の侵入監視センサが検知した場合に異常発生の報知・通報を行う
状態である。一方、その他の侵入監視センサが検知した場合には異常と判定せず報知・通
報を行わない。この有人警戒モードでは、前記特定の侵入監視センサが検知すると、侵入
ディレー音を鳴動させるとともに所定時間を計時し、所定時間経過するまでにキャンセル
操作がない場合に異常発生を報知・通報する。この侵入ディレー音は、侵入者を威嚇する
ためのものであるとともに、利用者に侵入監視センサが検知したことを認識させるための
報知音である。利用者の不注意でセンサを検知させてしまった場合、その利用者は、侵入
ディレー音でこれを認識することができ、所定時間以内のキャンセル操作によって異常発
生を確定させないようにすることができる。この有人警戒モードは、主に、就寝時などに
利用される。
【０００６】
　上述のように、就寝時には有人警戒モードが利用されるが、利用者のうちの誰かが外出
中に就寝する場合もある。この場合に有人警戒モードを利用すると、外出者が帰宅する際
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に侵入監視センサが検知し、侵入ディレー音が鳴り響く。この侵入ディレー音は、就寝し
ている利用者に認識させることができる程度の警報音であるため、利用者の睡眠を妨げて
しまうこととなる。したがって、外出者がいるときに利用者が就寝する場合には有人警戒
モードを利用しづらく、セキュリティ性の面で不都合が生じる。
【０００７】
　この問題を解決するための方法として、下記特許文献２に記載されているような方法が
提案されている。この方法では、有人警戒モードにおいて屋内又は屋外に設置された帰宅
操作器を操作することで、操作から３分の間は、帰宅時の通過経路に設置された侵入監視
センサが検知しても異常発生としないようにしている。
【０００８】
　しかし、この方法によれば、屋内の帰宅操作器による運用では、利用者が就寝している
場合に不都合が生じる。一方、屋外の帰宅操作器による運用では、帰宅者が操作をしない
で入館した場合に異常が発生してしまうことになる。さらに、操作から３分間は異常を検
知しない時間となるため、セキュリティ性の面でも問題が生じる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－３４４６７６号公報
【特許文献２】特開２００１－２６６２６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、就寝する際に外
出者がいる場合においてもセキュリティ性を確保し、かつ、外出者の帰宅による不都合を
生じさせない利便性の高い警備装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の面によれば、警備対象を監視する警備装置
において、警備対象に設けられ、侵入者を検知する複数の侵入監視センサと、警備モード
として、警備対象が有人のときに利用者の操作により設定され、警備対象の外周エリアに
設けられた侵入監視センサを監視状態として外部からの侵入を監視する有人警戒モードと
、警備対象が有人であり且つ一部の利用者の入館が予定されるときに利用者の操作により
設定され、警備対象の外周エリアに設けられた侵入監視センサを監視状態として外部から
の侵入を監視する待機モードと、を設定可能なモード設定部と、前記有人警戒モード及び
待機モードにおいて前記外周エリアの侵入監視センサが検知したときに報知音を発する報
知部と、前記報知部を制御する制御部とを備え、前記制御部は、警備モードが前記待機モ
ードに設定されている場合に前記外周エリアのうちの警備対象の入館経路に位置する特定
エリアの侵入監視センサが検知したときの報知音を、前記待機モードに設定されている場
合に前記特定エリア以外の前記外周エリアの侵入監視センサが検知したときおよび前記有
人警戒モードに設定されている場合に前記外周エリアの侵入監視センサが検知したときの
報知音と異ならせることを特徴とする警備装置が提供される。
【００１２】
　また、本発明の第２の面によれば、好ましくは、前記本発明の第１の面による警備装置
は、前記待機モードに設定されているときに前記特定エリアのセンサが検知すると、前記
待機モードに設定されている旨を表示する表示部、をさらに備える。
【００１３】
　また、本発明の第３の面によれば、好ましくは、前記本発明の第１の面による警備装置
は、さらに、異常発生をキャンセルするキャンセル操作部を備え、前記制御部は、前記有
人警戒モード及び待機モードに設定されているときに前記外周エリアのセンサが検知する
と前記報知部を制御するとともに所定時間を計時し、前記所定時間が経過するまでに前記
キャンセル操作部が操作されないと異常発生を確定させる。
　ここで、前記所定時間は、前記待機モードに設定されている場合に前記特定エリアのセ
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ンサが検知したときと、前記待機モードに設定されている場合に前記特定エリア以外の前
記外周エリアのセンサが検知したとき及び前記有人警戒モードが設定されている場合に前
記外周エリアのセンサが検知したときとで異なる時間とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、外周エリアのうちの入館経路に位置する特定エリアのセンサが検知し
たときの報知音を他の報知音と異ならせた待機モードを設けることにより、就寝する際に
外出者がいる場合に、外出者の帰宅による不都合を生じさせることなくセキュリティ性を
確保することができ、利便性の向上が図られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明による
警備装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。図１に例示される警備装置は、主
装置１００、各種のセンサ１０及び１２、各種の操作器２０及び２２、等によって構成さ
れる。
【００１６】
　侵入監視センサ１０は、扉や窓等の開閉を検知するセンサ、熱源としての人体が発する
熱を検知するセンサ、人体により赤外線が遮られたことを検知するセンサ等の、侵入者を
検出するためのセンサである。後述するように、この侵入監視センサは、建物の外周エリ
アに設置されたものと、その他のエリアに設置されたものとに大別される。さらに、建物
の外周エリアに設置された侵入監視センサは、出入り口エリアに設置されたものと、それ
以外のものとに区別される。
【００１７】
　火災センサ１２は、火災発生に伴う熱や煙を検知するセンサである。非常通報操作器２
０は、利用者が侵入者に襲われたときや身体の異常を感じたときに操作するボタンである
。キャンセル操作器２２は、利用者が間違えて異常を発生させてしまった場合にその異常
をキャンセルするための操作ボタンである。
【００１８】
　主装置１００は、制御部１１０、モード設定部１２０、通報部１３０、報知部１４０、
表示部１５０及び１５２、キャンセル操作部１６０、並びに通信インタフェース（Ｉ／Ｆ
）１７０で構成される。
【００１９】
　通信Ｉ／Ｆ１７０は、各種センサ、各種操作器等と有線又は無線で通信するためのイン
タフェースである。モード設定部１２０は、警備モードを設定するためのものである。通
報部１３０は、異常が発生した場合に、図示しない警備センタへ通信回線を介して通報す
る。報知部１４０は、各種報知音を発生させる。表示部１５０及び１５２は、ＬＥＤ（光
放出ダイオード）、液晶表示器等で構成され、それぞれ、主装置上、主装置外での各種表
示を行う。キャンセル操作部１６０は、上述のキャンセル操作を受け付ける。
【００２０】
　制御部１１０は、プロセッサ、メモリ等により構成され、警備装置の稼動を制御する部
分であり、機能的には、モード記憶手段１１２、監視制御情報記憶手段１１４、侵入監視
センサ検知時処理手段１１６、等を実現する。モード記憶手段１１２は、現在設定されて
いる警備モードを記憶する。監視制御情報記憶手段１１４は、各種センサや各種操作器の
設置エリア、アドレスコード等を記憶し、警備モードと監視状態とする各種センサとの対
応を記憶する。また、後述する、侵入監視センサ設置エリアと警備モードとに応じて報知
音を定める報知音制御テーブルを記憶する。侵入監視センサ検知時処理手段１１６は、あ
る侵入監視センサが検知したときに、モード記憶手段１１２に記憶された現在の警備モー
ドと監視制御情報記憶手段１１４に記憶された内容とに基づいて、異常判定を行って異常
信号を出力する処理や報知音を決定して出力する処理等を実行する。
【００２１】
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　次いで、警備モード及び監視状態について説明する。本実施形態では、警備モードとし
て警戒解除モード、無人警戒モード、有人警戒モード、帰宅待ちモードを有する。火災セ
ンサ１２及び非常通報操作器２０による監視は、警備モードによらず行われる。これらに
よる異常発生は、別の警報音にて報知される。一方、侵入監視センサ１０による監視は、
警備モードに応じて異なる内容となる。まず、警戒解除モードにおいては、侵入監視セン
サ１０による監視は行われない。
【００２２】
　無人警戒モードにおいては、侵入監視センサ１０による監視は、警備対象に設置された
全ての侵入監視センサによって行われる。前述のように、利用者全員が警備対象から離れ
る場合に、この無人警戒モードが利用される。
【００２３】
　有人警戒モードにおいては、侵入監視センサ１０による監視は、全ての侵入監視センサ
のうち、建物の外周エリアに設置された侵入監視センサのみによって行われる。すなわち
、有人警戒モードは、警備対象内に利用者がいる場合において外部からの侵入を監視した
いときに利用されるものであり、特に、就寝時に利用される。
【００２４】
　帰宅待ちモードにおいては、侵入監視センサ１０による監視は、有人警戒モードの場合
と同様に、建物の外周エリアに設置された侵入監視センサのみによって行われる。しかし
、帰宅待ちモードは、警備対象内に利用者がいる場合において一部の利用者が外出中であ
るときに外部からの侵入を監視する目的で利用されるものであり、後述するように、有人
警戒モードの場合と、出入り口エリアに設置された侵入監視センサ１０に対する取り扱い
が異なってくる。かかる帰宅待ちモードは、特に、就寝する際に一部の利用者が外出中で
ある場合に利用される。
【００２５】
　なお、部分的に侵入監視センサによる監視を行いたい場合には、ブロック有人警戒モー
ドを利用することもできる。このモードは、例えば、１階にしか利用者がおらず、２階を
監視したい場合などに利用される。
【００２６】
　次に、侵入監視センサ１０の設置エリアについて説明する。外周エリアは、警備対象の
外周に面するエリアであり、建物の外周面に設置された扉や窓、外庭等に相当する。外周
エリアに設置される侵入監視センサ１０は、窓や扉の開閉を検知するセンサ、建物外の人
体を検知するセンサ等である。
【００２７】
　出入り口エリアとは、外周エリアのうちの一部のエリアを指し、一般家屋では玄関に相
当する。出入り口エリアに設置される侵入監視センサ１０は、玄関扉の開閉を検知するセ
ンサ、建物内の玄関付近の人体を検知するセンサ等である。また、門から玄関までの経路
も出入り口エリアに相当し、そこに設置される、建物外の人体を検知するセンサも、出入
り口エリアに設置される侵入監視センサに該当する。
【００２８】
　その他のエリアは、外周エリア（出入り口エリアを含む。）以外のエリアであり、建物
内部の扉や室内に相当する。その他のエリアに設置される侵入監視センサ１０は、建物内
の人体を検知するセンサ、建物内部の扉の開閉を検知するセンサ等である。
【００２９】
　図２は、ある侵入監視センサ１０が検知したときに発すべき報知音を、その侵入監視セ
ンサ１０の設置エリアとそのときに設定されている警備モードとに応じて定める報知音制
御テーブルを示す図である。この報知音制御テーブルは、前述の監視制御情報記憶手段１
１４に予め記憶されている。
【００３０】
　この報知音制御テーブルにおいて、ａ音は侵入ディレー音であり、音量が中で、例えば
、「ブー、防犯センサが感知しました。確認してください。」という音である。また、ｂ
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音は帰宅待ちモード報知音であり、無音、又は、音量が小で、例えば、「ピンポン、ピン
ポン、ピンポン」という音である。また、ｃ音は入館ディレー音であり、音量が小で、例
えば、「ピンポン、ピンポン、ピンポン、ピンポン、ピンポン、解除操作をしてください
。」という音である。また、ｄ音は侵入異常報知音であり、音量が大で、例えば、「ブー
、侵入異常が発生しました。」という音である。なお、ａ～ｄ音の種類は同じとして、音
量だけを上述のように異ならせてもよい。
【００３１】
　この報知音制御テーブルによれば、外周エリアに設置された侵入監視センサ１０が検知
した場合、無人警戒モードにあってはｄ音が、有人警戒モード又は帰宅待ちモードにあっ
てはａ音が、それぞれ発せられる。ただし、特に出入り口エリアに設置された侵入監視セ
ンサ１０が検知した場合、無人警戒モードにあってはｃ音が、帰宅待ちモードにあっては
ｂ音が、それぞれ発せられる。なお、ａ音、ｂ音又はｃ音が発せられた後に、後述のよう
に異常が確定したときには、ｄ音が発せられる。
【００３２】
　また、外周エリア以外のその他のエリアに設置された侵入監視センサ１０が検知した場
合、無人警戒モードにあってはｄ音が発せられる一方、有人警戒モード又は帰宅待ちモー
ドにあっては報知音は発しない。
【００３３】
　図３は、侵入監視センサが検知したときに制御部１１０によって実行される処理の概略
過程を示すフローチャートである。侵入監視センサ１０が検知すると、まず、ステップ２
０２において、現在の警備モードが警戒解除モードであるか否かを判定する。警戒解除モ
ードである場合には、侵入監視を行わないので、異常発生と判定せず、通報も行わずに、
処理を終了する。
【００３４】
　警戒解除モードでない場合は、ステップ２０４に進み、現在の警備モードが無人警戒モ
ードであるか否かを判定する。無人警戒モードである場合には、ステップ２１２に進み、
処理Ａを実行する。処理Ａの内容については後述する。
【００３５】
　一方、無人警戒モードでない場合には、ステップ２０６に進み、監視制御情報記憶手段
１１４を参照して、検知した侵入監視センサが外周エリアに設置されたものであるか否か
を判定する。外周エリアに設置されたものでない場合には、処理を終了する。
【００３６】
　一方、外周エリアに設置されたものである場合には、ステップ２０８に進み、現在の警
備モードが帰宅待ちモードであるか否かを判定する。帰宅待ちモードでない場合、すなわ
ち最後に残された警備モードである有人警戒モードである場合には、ステップ２１４に進
み、処理Ｂを実行する。処理Ｂの内容については後述する。
【００３７】
　一方、帰宅待ちモードである場合には、ステップ２１０に進み、監視制御情報記憶手段
１１４を参照して、検知した侵入監視センサが出入り口エリアに設置されたものであるか
否かを判定する。判定の結果、出入り口エリアに設置されたものでない場合には、有人警
戒モードの場合と同様に、ステップ２１４に進み、処理Ｂを実行する一方、出入り口エリ
アに設置されたものである場合には、ステップ２１６に進み、処理Ｃを実行する。処理Ｃ
の内容については後述する。ステップ２１２（処理Ａ）、ステップ２１４（処理Ｂ）又は
ステップ２１６（処理Ｃ）の実行後、処理は終了する。
【００３８】
　図４は、図３における処理Ａの詳細過程を示すフローチャートである。まず、ステップ
３０２において、監視制御情報記憶手段１１４を参照することにより、検知した侵入監視
センサが出入り口エリアに設置されたものであるか否かを判定する。
【００３９】
　判定の結果、出入り口エリアに設置されたものでない場合には、出入り口以外の窓等の
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センサが検知していることになるため、侵入者に対するセンサ検知であると判定し、ステ
ップ３１２において異常を確定させる。異常が確定すると、ステップ３１４にて、図２の
報知音制御テーブルに基づいて侵入異常報知音であるｄ音を発生させるとともに、ステッ
プ３１６において警備センタに異常発生を通報する。このｄ音は、その音量が前述のよう
に大きく、侵入者を威嚇するとともに異常発生を近隣へ報知することができる。
【００４０】
　ステップ３０２の判定の結果、出入り口エリアに設置されたセンサの検知である場合に
は、利用者による入館である可能性があるため、ステップ３０４において図２の報知音制
御テーブルに基づいてまず入館ディレー音であるｃ音を発生させるとともに、ステップ３
０６においてタイマーを起動して所定時間Ｔ（例えば、３０秒）の計時を開始する。この
ｃ音は、前述のｄ音より小さい音量でよく、入館者に対して報知することができる程度の
音量以上であれば足りる。
【００４１】
　次に、ステップ３０８及び３１０において、モード設定部１２０による、警戒解除モー
ドへのモード移行操作があったか否かを、タイムアップするまで繰り返し監視する。タイ
ムアップする前に警戒解除モードへのモード移行操作があった場合には、ｃ音を停止し、
ステップ３１８において警戒解除モードへの移行処理を行い、処理を終了する。
【００４２】
　警戒解除モードへの移行操作がないままタイムアップした場合には、侵入者に対するセ
ンサ検知であると判定し、異常を確定させ（ステップ３１２）、ｃ音を停止させるととも
に図２の報知音制御テーブルに基づいてｄ音を発生させ（ステップ３１４）、警備センタ
に異常発生を通報する（ステップ３１６）。ステップ３１６又は３１８の実行により、処
理Ａは終了する。
【００４３】
　図５は、図３における処理Ｂの詳細過程を示すフローチャートである。処理Ｂが実行さ
れる場合には、利用者のミスによるセンサ検知の可能性があるため、まず、ステップ４０
２では、図２の報知音制御テーブルに基づいて侵入ディレー音であるａ音を発生させ、利
用者に確認を促す。このａ音については、前述のｄ音より小さい音量でよいが、センサを
検知させた者以外の建物内にいる利用者（特に就寝中の利用者）に対しても報知すること
ができる程度の音量が望ましい。
【００４４】
　報知音発生と同時に、ステップ４０４では、タイマーを起動して所定時間Ｔの計時を開
始する。この所定時間Ｔは、処理Ａの時間と異ならせてもよい。次に、ステップ４０６及
び４０８では、キャンセル操作部１６０又はキャンセル操作器２２により、センサ検知を
キャンセルする操作があったか否かを、タイムアップするまで繰り返し監視する。タイム
アップする前にキャンセル操作があった場合には、ａ音を停止し、ステップ４１６にてセ
ンサ検知をキャンセルして異常を確定させずに処理を終了する。
【００４５】
　一方、キャンセル操作がないままタイムアップした場合には、侵入者に対するセンサ検
知であると判定し、ステップ４１０にて異常を確定させる。異常が確定すると、ステップ
４１２では、ａ音を停止させるとともに図２の報知音制御テーブルに基づいてｄ音を発生
させ、さらにステップ４１４では、警備センタに異常発生を通報する。ステップ４１４又
は４１６の実行により、処理Ｂは終了する。
【００４６】
　図６は、図３における処理Ｃの詳細過程を示すフローチャートである。処理Ｃが実行さ
れる場合には、外出中の利用者が帰宅してきたことによるセンサ検知の可能性があるため
、まず、ステップ５０２では、図２の報知音制御テーブルに基づいて帰宅待ちモードであ
ることを帰宅者に知らせるための帰宅待ちモード報知音であるｂ音を発生させ、次いで、
ステップ５０４では、帰宅待ちモードである旨を表示部１５０及び（又は）１５２に表示
して帰宅者に報知する。このｂ音については、前述のａ音、ｄ音より小さい音量でよく、
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帰宅者に報知することができる程度の音量であれば良い。好ましくは、ｂ音は無音とし、
表示部のみで帰宅者への報知を行うと良く、これによって就寝者の睡眠を妨げる恐れを完
全に排除できる。
【００４７】
　同時に、ステップ５０６において、タイマーを起動して所定時間Ｔの計時を開始する。
この所定時間Ｔは、処理Ａ、処理Ｂの時間と異ならせてもよい。そして、ステップ５０８
、５１０及び５１２において、センサ検知をキャンセルする操作があったか否か、及び、
警戒解除モード又は有人警戒モードへのモード移行操作があったか否か、をタイムアップ
するまで繰り返し監視する。
【００４８】
　タイムアップする前にキャンセル操作があった場合には、ｂ音を停止し、異常を確定さ
せることなく、ステップ５２４でセンサ検知をキャンセルし、ステップ５２２にて表示部
を消灯して、処理を終了する。また、タイムアップする前にモード移行操作があった場合
には、ｂ音を停止し、ステップ５２０にて警戒解除モード又は有人警戒モードへのモード
移行処理を行い、ステップ５２２にて表示部による表示を停止して、処理を終了する。な
お、ステップ５０８、５２４の処理とステップ５１０、５２０の処理のどちらか一方だけ
利用する運用も可能である。
【００４９】
　一方、キャンセル操作もモード移行操作もなくタイムアップした場合には、侵入者に対
するセンサ検知であると判定し、ステップ５１４において異常を確定させる。異常が確定
すると、ステップ５１６において、ｂ音を停止させるとともに図２の報知音制御テーブル
に基づいてｄ音を発生させ、次いで、ステップ５１８において、警備センタに異常発生を
通報する。ステップ５１８又は５２２の実行により、処理Ｃは終了する。
【００５０】
　本実施形態では、外周エリアにおける侵入監視を行う有人警戒モードと帰宅待ちモード
において、出入り口エリアのセンサが検知した場合に、有人警戒モードにおいては侵入デ
ィレー音としてａ音を発するのに対し、帰宅待ちモードでは帰宅者にのみ報知するｂ音（
無音を含む）を発する。このように帰宅待ちモードでの報知音制御（報知音量制御）を行
うことにより、就寝する際に外出者がいる場合に、外出者の帰宅時に他の利用者の睡眠を
阻害することがない。つまりは、外出者の帰宅による不都合を生じさせることなくセキュ
リティ性を確保することができ、利便性を高めることができる。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態について述べてきたが、もちろん本発明はこれに限定されるも
のではなく、様々な実施形態を採用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明による警備装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】ある侵入監視センサが検知したときに発すべき報知音を、その侵入監視センサの
設置エリアとそのときに設定されている警備モードとに応じて定める報知音制御テーブル
を示す図である。
【図３】侵入監視センサが検知したときに制御部によって実行される処理の概略過程を示
すフローチャートである。
【図４】図３における処理Ａの詳細過程を示すフローチャートである。
【図５】図３における処理Ｂの詳細過程を示すフローチャートである。
【図６】図３における処理Ｃの詳細過程を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
１０…侵入監視センサ
１２…火災センサ
２０…非常通報操作器
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２２…キャンセル操作器
１００…主装置
１１０…制御部
１１２…モード記憶手段
１１４…監視制御情報記憶手段
１１６…侵入監視センサ検知時処理手段
１２０…モード設定部
１３０…通報部
１４０…報知部
１５０…表示部
１５２…表示部
１６０…キャンセル操作部
１７０…通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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